
（6）第 2372号 …イベント …講座 令和3年（2021年）11月5日発行イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント等は中止・変更する場合があります。また、施設の利用・イベント等の参加に当たっては、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

新宿区職員

【職種・採用予定数】福祉（保育士・福祉・
児童指導）、15名程度
【受験資格】国籍を問わず、昭和59年4
月2日～平成14年4月1日生まれで、保
育士の資格があり、都道府県知事の登
録を受けている方（令和4年3月31日ま
でに取得・登録見込みの方を含む）
【採用予定日】令和4年4月1日
【1次選考日】12月19日㈰
【申込み】所定の申込書を12月6日㈪
午後5時までに簡易書留で郵送（必着）
ま た は 直 接、人 事 課 人 事 係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁
舎3階）☎（5273）4053へ。詳しくは、
募集案内・新宿区ホームページをご覧
ください。募集案内・申込書は人事課・
特別出張所・区立図書館等で配布して
います。

司法書士の無料相談会

　相続などの不動産登記、会社の登記、
成年後見、不動産の賃貸借、訴訟、空き
家問題等の相談をお受けします。
【日時】11月11日㈭午前10時～午後4時
【会場】区役所本庁舎1階ロビー
【申込み】11月10日㈬までに電話で
東京司法書士会新宿支部☎（6279）
1945（月～金曜日午前9時～12時、午
後1時～5時）へ。

新型コロナ感染拡大に伴う

水道・下水道料金の支払い猶予

●受付期間を令和4年3月末まで延長
【対象】新型コロナの影響で収入が減少
しているなど一時的に水
道・下水道料金の支払いが
困難になった方
※既に支払猶予を申し出た方
も対象料金を完済した場合

は、再度申し出できます。
【猶予期間】申し出た日から最長1年間
【申込み】令和4年3月31日㈭までに水道
局お客さまセンター☎（5326）1101
へ。

この欄は区民の方相互の情報交
換の場です。掲載行事は区の主催で
はありません。日時・会場等は予定で
す。各主催者に内容をよくご確認の
上、参加してください。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3
階）☎（5273）4064・㋫（5272）5500へ。
★サークル紹介・会員募集★

□合唱　毎月2回土曜日午前10時
～11時30分、四谷地域センターで。
ピアノ伴奏あり。㋓入会金1,200
円・1回1,200円。㋣サンクトゥス童
謡合唱団・岩本☎（3352）5498
□合唱　毎月2回水曜日午後1時～
2時30分、落合第二地域センター等
で。合唱祭、地域センターまつり出
場。㋓入会金1,000円・月3,500円。
㋣エーデルワイス・高橋☎090
（2254）0085

区民のひろば
費用・㋣問合せ

①講座・催し名
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
（往復はがきの場
合は、返信用にも
住所・氏名）

※往復はがきは、各記事
で指定がある場合のみ。
※費用の記載のないも
のは、原則無料。
※電子メールは、件名に
講座・催し名を記入。

講座・催し等の
申し込み

はがき・ファックス等の記入例

10月の新宿区の人口 １日現在
（増減は前月比）

住民基本台帳人口  342,228人（464人減）
世帯数 217,861世帯（372世帯減）

日本人 外国人

人口計 307,656人
（160人減）

34,572人
（304人減）

男 153,713人
（75人減）

17,783人
（155人減）

女 153,943人
（85人減）

16,789人
（149人減）

◆火を使う場所には消火器を備えましょう

　消火器による初期消火は、火災による被害の抑制に効果的です。
　また、一般住宅向けの小型で軽量な住宅用消火器や、片手でも
使用できるエアゾール式簡易消火具もあります。いざという時
のために、地域の防火防災訓練などに参加し、消火器の使い方を
覚えましょう。
　YouTube東京消防庁公式チャンネル（右二次元コード）でも、
消火器の使い方の動画をご覧いただけます。

11月9日～15日は秋の火災予防運動
　火災等の災害から尊い命や財産を守るため、防
火防災の知識や行動力を高め、火の元には十分注
意しましょう。
【問合せ】四谷☎（3357）0119、牛込☎（3267）0119、
新宿☎（3371）0119の各消防署予防課防火管理係へ。

もう一度 確認安心 火の用心
令和3年度東京消防庁防火標語
作者　菅野 珠加さん（江戸川区在住）

　｢税を考える週間｣の実施に合わせて、国税庁ホームページ内に「くらしを支え
る税」をテーマとした特設ページ（右二次元コード。㋭https://
www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/index.
htm）を設け、国税庁の各種取組みについて、最新データや動画を
交えてご紹介しています。
【問合せ】新宿税務署☎（6757）7776、四谷税務署☎（3359）4451へ。

◎税の無料相談

　新型コロナ感染拡大の状況により、中止
となる場合があります。
●東京税理士会四谷支部主催
▶「税を考える週間」税務相談
【日時】11月13日㈯・17日㈬午前10時～12
時、午後1時～4時
【会場】東京税理士会四谷支部（四谷3―7―
6、NK第8ビル2階）
【申込み】各開催日前日までに電話で同支部☎（3357）4858へ。

●東京税理士会新宿支部主催
▶税務相談
【日時】11月11日㈭・15日㈪～17日㈬午後1時～4時
【会場】東京税理士会新宿支部（西新宿7―15―8、日販ビル3階）
【申込み】各開催日当日までに電話で同支部☎（3369）3235へ。
▶街頭無料相談会
【日時】11月12日㈮午後1時～5時（受け付けは午後4時30分まで）
【会場・申込み】当日直接、新宿駅西口広場イベントコ－ナーへ。
【問合せ】同支部☎（3369）3235へ。

税務署からのお知らせ
11月11日～17日は「税を考える週間」～テーマは「くらしを支える税」

消防署からのお知らせ

◆型式が失効している消火器を継続的に使用できるのは12月31日まで

　これ以降は消防法令により、
型式が失効した消火器の設置は
認められません。計画的な交換・
リサイクルをお願いします。
　製造年が2011年以前のもの
は、適応火災マークを確認して
ください。「文字表示」の消火器
は交換が必要です。
※ご家庭等に自主的に設置して
　いる消火器については、法令上
　の交換義務はありませんが、
　使用期限内での交換を推奨します。

◆ご不要になった消火器はお近くの販売店へ

　不要な消火器は廃棄の窓口となる「特定窓口」（消火器販売店等）ま
たは「指定取引場所」（メーカー営業所等）へお持ちください。お近く
の窓口は、消火器リサイクル推進センターホームページ（上二次元コード。
㋭https://www.ferpc.jp/）または電話☎（5829）6773で確認できます。
※消防職員が消火器を販売・回収することはありません。悪質な訪問販売・点検
　にご注意ください。

2011年以前
製造のもの

年末調整等説明会は取りやめます

　年末調整等説明会につきましては、令和3年以降実施しないこととしました。
　年末調整について詳しくは、国税庁ホームページ内の
「年末調整がよくわかるページ」（右二次元コード。
㋭https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）
をご覧ください。

▲消火器に記載されて
いる適応火災マーク
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